
自立支援医療（精神通院医療）のご案内  
 

 

１ 自立支援医療（精神通院医療）とは？ 
精神障害者が必要な治療を継続して受けられるよう、通院による医療費を軽減できる

公費負担医療制度です。 

 

２ 対象者 
精神疾患のため通院による精神科医療（てんかん・認知症を含む）を継続的に必要とされる

浜松市民（住民登録されていない場合でも、居住地が浜松市である方） 

※ 知的障害者更生施設・障害児施設等に入所している方は、入所前の居住地の市町村窓口で

の申請となります。 

※ 精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。 

 

３ 内 容 
＜対 象 医 療＞ 精神障がい及び精神障がいに起因して生じた病態に対する通院医療 

＜受 給 期 間＞ １年以内（継続して利用する場合は、毎年申請が必要です。） 

＜自 己 負 担 額＞ 原則として、一律１割 

（本人の収入や世帯（※１）の所得（※２）に応じ所得区分を設定し、さ

らに疾病等の状況が「高額治療継続者（重度かつ継続）（※３）に該当す

る方は、毎月の自己負担上限額を設定することができます。） 

※１ 世帯とは…住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族 

※２ 所得とは… 

国民健康保険又は後期高齢医療保険の場合･･･加入している家族全員の所得 

上 記 以 外 の 場 合･･･被保険者本人の所得 

※３ 高額治療継続者（重度かつ継続）該当者とは… 

継続的な通院治療が必要で、相当額の医療費がかかる方 
（該当するかどうかは症状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。） 

 

所得区分と自己負担上限額 

世帯区分 自己負担上限額 

市
民
税
非
課
税 

生活保護 生活保護世帯 負担 ０円 

低所得１ 本人の収入額≦８０万円 負担上限額 ２，５００円 

低所得２ 本人の収入額＞８０万円 負担上限額 ５，０００円 

市
民
税
課
税 

中間所得１ 市民税所得割額＜３万３千円 
医療保険の 

自己負担限度額 

高
額
治
療
継
続
該
当
者 

（
重
度
か
つ
継
続
）  

負担上限額  

５，０００円 

中間所得２ 
市民税所得割額 

３万３千円以上２３万５千円未満 

負担上限額 

 １０，０００円 

一定所得以上 市民税所得割額≧２３万５千円 自立支援医療対象外 
２０，０００円 
（経過措置として 

（R6.3.31 まで認定） 

 

４ 利用できる医療機関について 
  利用できる医療機関は、各都道府県・政令指定都市の自立支援医療機関の指定を受け

ている病院（診療所）、薬局、訪問看護事業所です。その中からご自分で選択し、受給

者証に掲載されている医療機関で利用してください。指定を受けている医療機関かどう

かは、医療機関へご確認ください。浜松市内の医療機関の場合は、浜松市ホームページ

でも確認できます。 

 



５ 申請手続 
自立支援医療は、原則、受診者本人（本人が 18 歳未満の場合はその保護者）の申請と

なります。精神障害者保健福祉手帳と併せて申請することもできます。 

手続きの際、必要書類をご提示いただけない場合や必要な手続きを行っていただいて

いない場合は、制度の適用を受けられないことがありますので、ご注意ください。 

申請は、福祉事業所社会福祉課にある申請書に次の書類等を添えて提出してください。 
１ 診断書（自立支援医療（精神通院）用） 

指定自立支援医療機関において精神障がいの診断又は治療に従事する医師によって作成されたもの 

※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書を利用してください。 

２ 健康保険証又は生活保護決定通知書 

※国民健康保険又は後期高齢医療保険の場合：加入している家族全員の保険証 

上記以外の場合：受診者本人の氏名が記載されている保険証 

３「世帯」の市民税が非課税世帯の場合は、収入（年金・手当等）状況がわかるもの 

※上記以外に、マイナンバーカード及び身元確認書類と印鑑(スタンプ印不可。)をご用意ください。 
 

（以下は、当年１月１日に浜松市に住所がなかった方のみ必要です。） 

○ 世帯の収入と課税状況が確認できる書類（※）（下記のうちいずれかをご用意ください。） 
 市民税課税証明書又は市民税・県民税特別徴収税額の通知書 

 年金振込通知書等（年金振込額がわかるもの） 
※ 国民健康保険または後期高齢医療保険の場合･･･加入している家族全員のもの 

上 記 以 外 の 場 合･･･保険証に記載の被保険者本人のもの 
 

６ 受給者証等の交付 
提出された申請書類により、自立支援医療（精神通院）の受給判定を行います。認定

された場合は、郵便にて受給者証（自己負担上限額が設定された方は、自己負担上限額

管理票を同封）を送付します。受給者証及び自己負担上限額管理票は受診時に必ず医療

機関へ提示してください。非該当となった方には、非該当通知を送付します。 
 

７ その他 
乳幼児医療費助成制度又は小・中学生医療費助成制度のいずれか及び自立支援医療の

両制度が利用できる医療を受ける場合、医療機関の窓口で「自立支援医療」を利用し、

後日、福祉事業所社会福祉課で手続きをすることで、医療機関の窓口で支払った自己負

担金額が全額還付（登録した口座に振込み）されます。手続きには受診時の領収証が必

要となります。手続きの詳細は、福祉事業所社会福祉課にお問合せください。 

また、重度心身障害者医療及び自立支援医療の両制度を利用できる医療を受ける場合

には、医療機関の窓口で「自立支援医療受給者証」と「重度心身障害者医療費受給者証」

の両方を提示してください。詳しくは福祉事業所社会福祉課にお問い合わせください。 
 

８ 提出先・問合せ先：福祉事業所 社会福祉課 
 

中央福祉事業所  中央区役所内 ☎  ４５７－２０５７   

             東行政センター内 ☎  ４２４－０１７６  

                西行政センター内 ☎  ５９７－１１５９  

             南行政センター内 ☎  ４２５－１４８５  

浜名福祉事業所  浜名区役所内 ☎  ５８５－１６９７   

             北行政センター内 ☎  ５２３－２８９８   

天竜福祉事業所  天竜区役所内 ☎  ９２２－００２４   

 


